
Ｑ
今まで何とかクレジットカード

や住宅ローンの返済をしてきまし

たが、収入の減少によりこれ以上の

返済ができません。どうしたらよい

ですか。

♪ 教えて！まみりん ♪

令和３年４月

借金が返せなくなったとき

Ａ
消費生活センターでは、借金が返せなくなってしまったとき（多重

債務）の相談を受け付けています。来所していただき、相談員が借金

の状況を聴き取り、借り入れを整理するお手伝いをします。そのうえ

で、無料の法律相談へとつなぎます。

法律の専門家により、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の

４つの方向性が決められ、債務整理をすることになります。法律の専

門家に依頼することで、取り立ては無くなります。債務整理の方法に

よっては、持ち家を手放さずにすむ場合もあります。

多重債務は自己責任と思われる方も多いと思いますが、実際は「リ

ストラで収入が減少した」「高額な入院費が必要になった」など、や

むを得ない事情がきっかけとなっています。計画的な利用を心がける

ことはもちろんですが、それでも返済に困ったときには、一人で悩ま

ず早めに消費生活センターにご相談ください。

一人で悩まず早めの相談を！


